
基 準 改 正

共同住宅特例基準改正 さる

昨年12月5日、共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の特例について、消防庁予防救急課長から

関係機関に通知された。

今回の通知では、共同住宅等に係る新しい特例基準が定められたとともに、昭和50年5月 1日付け

消防安第49号通知及び昭和50年12月13日付け消防安第 190号通知についても一部改正が行われた。

なお、今回の改正の概要は、次のとおりである。

1 共同住宅特例基準と改正の趣旨

(0 共同住宅特例基準について

消防法第17条に基づき、一定以上の規模

を有する共同住宅には消防用設備の設置が

義務付けられているが、その構造、設備竿

によっては、延焼防止、避難等が極めて有

効に行われ得るものがあるため、消ll庁で

は、従来から、延焼防止対策、煙対策及び

避難対策に係る一定の構造、設備等の基準

に適合するものについては、消防法施行令

第32条を適用 し、一定の消防用設備等の設

置を緩和しても差 し支えないこととしてき

よ=。

この基準を、通常、「共同住宅特例基準」

と呼んでいる。

住宅都市整備公団の共同住宅をは じめ多

くの共同住宅は、この特例基準に従って消

防用設備等の設置を緩和 してきている。

0)改 正の趣旨

現行の共同住宅特例基準は、昭和50年に

策定されたものであ り、当時の共同住宅の

構造、設備等を前提としているため最近の

共同住宅の住戸の大規模化、設計の多様化

等に必ずしも対応 したものとなっていなか

ったことから、共同住宅の設計に大きな待1

約となっていた。

このため、消防庁では、住宅都市整備公

団等の協力を得て、今後の共同住宅の設計

動向等も踏まえ、共同住宅の防火安全性に

ついて検討 し、新たな特例基準の策定を行

うこととした。

2 旧特例基準の主な問題点

(1)住 戸と廊下、階段等との関の壁に設けら

れる開田部の面積が、 1ケ所 2ポ 以下、 1

住戸当た り411r以下に待」限され て い るた

め、特に片廊下型の共同住宅の場合は、建

築基準法の採光規定との関係で廊下損1に面

積の大きい居室がとれない。このため、 1
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住戸当た りの面積が大規模化してくると、

住戸の設計に大きな制約となる。

(分 主たる出入日の ドアに常時閉鎮式の甲種

防火戸を設置することを要求して い る た

め、各住戸の玄関回 りのデザインが画一化

されたものになる。

(9 光庭に面する開田部の面積の合計を 1斎

以下に制限するとともに、はめ殺 しのもの

に限定しているため、光庭を通 じて換気を

行 う設計ができず、採光についても十分で

ない。

注)光 庭 :採光のために設けられた、屋

根のない吹き抜け状の空間のこ

と。小規模な中庭。共同住宅の

1住戸当た りの面積が大規模化

しても、経済上の制約から1戸

当た りの開口を大きく取 りにく

いために考え出された設計手法

で、最近の多くの大規模な共同

住宅に取 り入れられている。

3 改正概要

は)延 焼防止性能が高く、 2方 向に遊難路が

確保され、かつ、その遊難路の開放性が高

く煙が充満 しにくい構造を有する共同住宅

で、そのすべてに住戸用自火報が設置した

ものについては、プライパシーの確保、防

犯等、住宅設計上の常識から見て、実際に

設計される開田部の面積には自ずと限界が

有ることも考慮 し、開田部の面積制限及び

主たる出入日の防火戸の制限について緩和

することとした。

注)住 戸用自火報 :各住戸ごとに設けら

れた受信機 (住宅情報盤)と 火

災の感知器等から構成される自

動火災報知設備のこと。いわゆ

る 「ホームセキュリティー」の

一種。

0 住戸用自火報についての設置基準を明確

に示 した。

0 光庭に面する開田部の面積を 1住戸当た

り2ポ以下まで緩和するとともに、光庭に

面する開田部間の距離が十分 (垂直方 向

15m以 上、水平方向24m以 上)で あり、

かつ、外気に対する開放性を有する等、延

焼防止対策、理対策に係る一定の条件を満

たす場合には、当該開田部に設ける窓をは

め殺しとしないことができることとした。

共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基

準の特例について (通知)

曙蘇整需慎宿ぱ呈鋤貨ぁ早格諄枠手諄談機創

標記については、 「共同住宅等に係る消防用設備 等

の技術上の基準の特l~lについてJ(昭 和 50年 5月 1日

付け消防安第49号、 以下 「49号通知」という。)及 び

「共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の細

則について」(昭和50年12月13日付け消防安第190号、

以下 「190号通知Jと いう。)に より運用を願っている

ところである。

一方、共同住宅等は、近年、住環境向上等のため、

住戸の大規模化、構造 ・形態の多様化、ホームtキ ュ

ツティーの開発 ・普及等49号通知当時の想定と実態を

果にしてきているところである。

消防庁では、これらの状況に対応した共同住宅等に

係る消防用設備等の技術上の基準の特例について検討

してきたところであるが、このたび、別添のとおり、

共同住宅等に係る新しい特例基準を定めるとともに、

49号通知及び 190号通知についても一部改正を行った

ので、その運用に遺憾のないように特段の配慮をされ

るとともに、景管下市町村にもこの旨示達の上、まる

しく指導されるようお願いする。
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別 添

第 1 適用範囲

この基準は、消防法施 行 令 (以下 「令」という。)

別表第 1(5)項■に掲げる防火対象物及び今第8条 の規

定により同項,に掲げる防火対象物とみなされるもの

(以下 「共同住宅等」という。)に 適用する。

第2 用語の意義等

1 住戸等とは、住戸、共用室、倉庫、機械生、電

気室その他これに類する室をいう。

2 共用室とは、居住者の集会、遊戯等の用に供す

る室をいう。

3 共用部分とは、廊下、階段、エントランスネー

ル、エレペーターホール、駐車場等の住戸等以外

の部分で居住者が共用する部分をいう。

4 階段室等とは、避難階若しくは地上に通ずる直

通階段又はその階段室をいう。

5 二方向避難とは、地上又は避難階に通ずる安全

な遊難のための経路を2以上確保する こ とに よ

り、出火場所がどこであっても、少なくとも1の

経路は安全に利用できることをいう。

6 階段室型共同住宅等とは、住戸の主たる出入日

が階段室等に面する共同住宅等をいい、個々の階

段室等を連絡する廊下を有するものを含む。

7 廊下型共同住宅等とは、階段室型共同住宅等以

外の共同住宅等をいう。

8 メブネット型住戸等とは、共同住宅等の1の住

戸等でその階数が2以上にわたるものをいう。

9 光庭とは、採光のために設ける屋根のない吹き

抜け状の空間をいう。

10住 戸用自動火災報知設備 (以下 「住戸 用 自火

報」という。)と は、 感知器、受信機及び戸外表

示器に必要に応じて補助音響装置又は中継器を加

えた構成で1の住戸ごとに設置される自動火災報

知設備をいう。

11 戸外表示器とは、各住戸の外部に設けられ、当

該住戸内の感知器又は受信機の作動と運動して作

動する火災表示灯等を有する装置をいう。

12 補助音響装置とは、住戸用自火報の受信機及び

戸外表示器では当該住戸内の全域に有効に火災で

ある旨を報知できない場合に補助的に用いる音響

装置をいう。

13 階数の算定方法は、190号通知別添第2に よる。

第 3 消防用設備等の特例

次の1に定める適用条件を満たしている共同住宅等

については、令第32条の規定を適用し、消防用設備等

の設置について2に定める特例を認めて差し支えない

ものであること。

1 適用条件

(1)構造等

① 主要構造部が耐火構造であること。

② 共用部分の壁及び天丼の仕上げが不燃材料

であること。

修)二 方向遊難

すべての住戸及び共用室が二方向遊難可能な

ものであること。この場合の具体的判断は、次

によること。

① 二方向避難が可能かどうか よ、 190号通知

別添第1、 1に よること。

② 避難経路となるパルコニー等が、隣接住戸

等間で仕切板等によって仕切られ て い る場

合、当該仕切板等は、避難の際、 容 易 に開

放、除去又は破壊できる等避難上支障のない

構造のものであり、かつ、見やすい箇所に次

の事項が明示されているものであること。

ア 避難経路である旨

イ 避難の際の使用方法

ウ 仕切板等の付近に避難に支障となる物品

を置くことを禁ずる旨

③ メブネット型の住戸及び共用 室 に あって

は、主たる出入日を経由する経路以外の避難

経路を各階ごとに1以上確保したものである

こと。

(3)開放性

すべての住戸及び共用室の主たる出入口が、

直接外気に開放 (多雪寒冷地においては、随時

開放することができる不燃性の建具が設けられ

ている場合を含む。)さ れている廊下又は階 段

室等に面していること。この場合の廊下及び階

段室等の開放性の判断は、190号通知別添第 1、

2((2)ウ及び工を除く。)に よること。

(4)防 火区画

① 住戸等と他の住戸等とが開田部のない耐火

構造の床又は壁で区画されていること。

② 住戸等と共用部分とが耐火構造の壁で区画

されていること。

③ 住戸等と共用部分との間の壁に設けられて

いる出入日、窓等の開田部 (換気口その他こ

れに類するものを除く。④及び(5)②において
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同じ。)に は、 甲種防火戸又は乙 種 防火 戸

(主たる出入口に設けられる もの にあつて

は、随時開くことができる自動開鎖装置付き

のものに限る。)力i設けられていること。

④ 住戸等の外壁の開p部 とその相接する住戸

等の外壁の開田部との間は、幅09m以 上の

耐火構造の壁又は外壁から05m以 上突出し

た耐火構造のひさし、パルヨ‐一、そで壁そ

の他これらに類するもので防火上有r/1」にさえ

ぎられていること。

(5)光 庭

対面する壁間距離のいずれかが①に示す距離

以内である光庭を有する共同住 宅 等 にあつて

は、当該光庭に面する開田部等は、②に適合す

るものであること。

①ア 光庭部分の高さが15m未満のもの 5m

イ 光庭部分の高さが15m以上36m未満のも

の     当該部分の高さの1/3の距離

ウ 光庭部分の高さが36m以上のもの 12n

②ア 開田部には、はめ殺しの甲種防火戸又は

乙種防火戸が設けられている こ と。 ただ

し、住戸にあつては、次ののに定める光庭

に面する開田部に設ける防火戸又は次の“)

に定ある光庭に面する開田部で当該共同住

宅等の4階 以下の部分に存するものに設け

る防火戸は、はめ殺しのものであることを

要しない。

71 昼内避難階段等の部分を定 あ る告 示

(昭和48年6月 1日消防庁告示第10号)

に適合する階段室に面する光庭

ぐ)71以 外の光庭で下端に常時外気が流通

する開口部で有効断面積がl142以上のも

のが設けられているもの

イ 果なる住戸等の開田部間の水平距離は、

同一壁面上にあるものにあつては09m以

上、果なる壁面上にある もの にあつては

24m(は め殺しの 甲種防火戸又は乙種防

火戸が設けられている開田部相互間にあつ

ては2m)以 上であること。

ウ 異なる住戸等の開田部間の垂直距離は、

15m(は め殺しの甲種防火戸又は乙種 防

火戸が設けられている開田部相互間にあつ

ては09m)以 上であること。

ェ 1の開田部の面積はl lE2以下であり、 1

の住戸等の同一階の開田部の面積の合計は

2ポ以下であること。

オ 開田部の室外部分に設けられる遮開スク

リーンを不燃材料にする等光庭に面する付

帯設備等は不燃材料でつくられ て やヽ る こ

と。

(6)住戸用自火報

住戸用自火報が次に定めるところにより、す

べての住戸に設置されていること。

なお、感知器等の設置に当たっては、非火災

報対策に十分留意したものであること。

① 感知器は、次に定めるところによること。

ア 厨房、居室及び住戸内階段の上部に火災

を有効に感知するように設けられているこ

と。

イ 感知器は、差動式スボット型若しくは補

償式スポット型の感知器の うち2種 の も

の、定温式スポット型感知器のうち特種の

もの (公称作動温度が60～65℃のもの)、

煙感知器のうち2種若しくは3種 のもの又

はこれらの種別を有するものであること。

② 受信機、補助音響装置又は戸外表示器によ

り火災である旨を当該住戸内の全域に有効に

報知できるように設けられていること。

③ 戸外表示器は、次に定めるところによるこ

と。

ア 火災表示灯及び音響装置を有すること。

ただし、住戸内の感知器からの火災信号

を住棟受信機 (当該共同住宅等全体を監視

する受信機をいう。 以下同じ。)に 送信で

きるようにし、かつ、当該受信機の警戒区

域を2像)②イ (10階以下の部分も同様とす

る。)の 規定に準じて措置したもの にあつ

ては、音響装置を有することを要しない。

イ 音響装置の音圧は、取 り付けられた音響

装置の中心からlm離 れた位置で70 dB以

上であること。

ウ 次に適合する場所に設けられ て ' るヽ こ

と。

171 各住戸の主たる出入口の外部で、火災

表示灯が共用部分から容易に識別できる

場所

“)点 検に便利な場所

の 防水措置がなされているものを除き、
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雨水のかかるおそれのない場所

④ 住戸用自火報の通電状況及び配線の導通状

況を、住戸の外部 (住棟受信機を合む。)か

ら容易に確認することができる措置を講 じた

ものであること。

⑤ 受信機から電源 (住戸用自火報が10分間以

上作動することができる容量の予備電源を有

する場合を除く。)、戸外表示器及び補助音響

装置までの配線は、 消防法施行規 則 (以下

「規則」という。)第 12条第 5号 の規定 に準

じて設けられていること。

⑥ 電源は、住戸ごとに交流低圧屋内幹線から

専用の分岐開閉器を介してとられ て ヽヽ る こ

と。

ただし、住戸用自火報が10分問以上作動す

ることができる容量の予備電源を有する場合

又は住練受信機から電力を供給する場合は、

この限 りでない。

② その他規則第23条第 4項並びに規ll第24条

第 1号、第2号 イから夕ヽまで及びネ、第6号 、

第7号並びに第3号 の規定に準じて設けられ

ていること。

2 特例の内容

(1)消火器具

① 令第10条第 1項の規定にかかわらず、10階

以下の部分については、消火器具を設置しな

いことができるものとする。

② 消火様具を各住戸ごとに設置する場合は、

規則第6条第6項 の規定は、適用しないもの

とする。

(2)屋 内消火栓設備、屋外消火栓設備、動力消防

ポンブ設備、消防機関へ通報する火 災 報 知設

備、非常警報器具又は非常警報設備、避難格具

並びに誘導灯及び誘導漂識

令第11条第 1項、 令第19条第 1項 及 び第2

項、令第20条第 1項及び第2項、今第23条第 1

項、令第24条第 1項、第2項及び第3項、令第

25条第 1項並びに令第26条第 1項 の規定にかか

わらず、屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、動

力消防ポンブ設備、消防機関へ通報する火災報

知設備、非常警報器具及び非常警報設備、避難

器具並びに誘導灯 (採光 L有効に直接外気に開

放された廊下、階段その他の通路に設霞するも

のに限る。)及 び誘導標識を設置しないこ とカミ

できるものとする。

(3)ス プリンクラー設備

令第12条第 1項 の規定にかかわらず、次に定

めるところにはスプリンクラー設備を設置しな

いことができるものとする。

① 住戸で、次に適合するもの。

ア 壁等 (壁及び天丼 (天丼がない場合にあ

っては、屋根)の 室内に面する部分 (回り

縁、窓台その他これらに類する部分 を 除

く。)を いう。②において同じ。)の 仕上げ

を不燃材料又は準不燃材料でしたものであ

ること。

イ 床面積が200f以 下であること。

② 共用室で、次に適合するもの。

ア 壁等の仕上げを不燃材料又は準不VA材料

でしたものであること。

イ 共用室とその他の部分を区画する壁に設

けられる開日部は、規則第13条第 1項 第 1

号■の規定に適合するものであること。

ウ イの開田部は、規則第13条第 1項 第 1号

″ヽの規定に適合する防火戸が設けられたも

のであること。

工 床面積が200ゴ以下であること。

(4)自 動火災報知設備

① 10階以下の階

令第21条第 1項 の規定に基づく自動火災報

知設備を設置しないことができる もの とす

る。

② ll階以上の階

住戸以外の部分 (警戒区域及び地区音響装

置に係る規定の適用については、住戸部分を

含む。)に は、令第21条第 1項 の規定に基 づ

く自動火災報知設備を設けること。この場合

において、住戸用自火報からの火災信号を住

棟受信機において受信できるようにす るほ

か、住棟受信機の設置方法等については、次

に定めるところによることができる。

ア 同一敷地内に2棟 以上の共同住宅等があ

る場合は、火災対応が十分できる範囲内ご

とに1の住棟受信機を設けることで足 りる

ものであること。

イ 警戒区域の階、面積及び一辺の長さは

今第21粂第 2項 第 1号 及び第2号 の規定に

かかわらず、次によることができること。
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171 メブネット型住戸等の階数は1とみな

すことができること。

“)警 戒区域の面積は、 1,500ma以下とす

ることができること。

の 階段室型共同住宅等にあつては、 1の

階段室等に主たる出入口が面している住

戸等及び当該階段室等を単位として、 5

階以下ごとを 1の警戒区域とすることが

できること。

0 廊下型共同住宅挙にあつては、警戒区

域の一辺の長さは 100m以下とすること

ができること。

ウ 感知棒は、規則第23条第4項 の規定によ

るほか、次により設けることが で き る こ

と。

の 共用ま、倉庫、機械室、電気室その他

これに類する室及び直接外気に開放され

ていない共用部分に設けること。

竹)規 則第23条第 5項 の規定により煙感知

器を設けなければならない場所には、差

動式スポット型若しくは補償式スギット

型の感知器のうち一種若しくは二種のも

の、定温式スポット型感知器のうち特種

のもの (公称作動温度が75℃以下 の も

の)又 はこれらの種別を有するものを設

けることで足りるものであること。

の 廊下又は通路に設置する熱感知器は、

歩行距離15mにつき1個以上の個数を火

災を有効に感知するように設けること。

・l 階段又は傾斜路に設置する感知格は、

各階ごとに1個以上の個数を火災を有効

に感知するように設けること。

ただし、煙感知器を設ける場合にあつ

ては、 7階 までごとに1個以 Lの個数と

することができる。

工 地区音響装置は、規則第24条第5号 イ、

夕ヽ、二及びへの規定にかかわらず、次によ

り設けることができること。

0 住戸用自火報の音響装置と兼用する場

合にあつては、当該音響装置の音庄は、

取 り付けられた音響装置の中心からlm

離れた位置で70 dB以 上とすることがで

きること。

ぐ)1鳥動方式は、一斉鳴動方式又は次の1鳥

動方式とすることができること。

a 階段室型共同住宅等にあつては、 1

の階段室等に主たる出入口が面してい

る住戸等及び当該階段室等を 1ブ ロッ

クとし、当該ブロック内の感知器又は

発信機の作動と運動して、当該ブ・ッ

ク内で鳴動するものであること。

b 廊下型共同住宅等にあつては、5階

までごとの住戸等及び共用部分を1ブ

ロックとし、当該ブ・ック内の感知器

又は発信機の作動と運動して、当該ブ

,ッ ク内及びその直上ブロック内で鳴

動するものであること。

0 設置間隔は、次によることができるこ

と。

a 階段室型共同住宅等にあつては、そ

れぞれの階段室等の2階 ごとに1以 上

の地区音響装置を設けること。

し 廊下型共同住宅等にあつては、各階

ごとに、その階の各部分から1の地区

音響装置までの水平距離が25m以 下と

なるように設けること。

C 地区音響装置を各住戸の住戸用自火

報の音響装置と兼用する場合は、当該

住戸及びそれらの住戸の主たる出入口

が面する共用部分については、 a及 び

bに よらないことができること。

0 地区旨響装置は、住練受信機から鳴動

させることで足りること。

附 則

(D この基準は、H召和61年12月5日 から運用された

ヽヽこと。

(2)49号 通知の適用を受けた現に存する共同住宅等

の複数の住戸を1の 住戸に改築する場合、当該住

戸に第 3、 1(6)の規定により住戸用自火報を設け

たときは、引き続き49号通知に基づく消防用設備

等の特例を認めて差し支えないこと。

(3)こ の基準を適用しない共同住宅等については、

従前どおり、49号通知及び190号通知により消防

用設備等の特例を認めて差し支えないこと。この

場合、49号通知及び 190号通知の一部を次のよう

に改正すること。

ァ 49号通知の一部を次のように改正すること。

第 1、 4(2)中キを削 り、同クをキとする。
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イ 190号通知の一部を次のように改正すること。

第4、 3中(1)を次のように改め、(2)及び(3)を

肖lり、 14)を(2)とすること。

(1)警戒区域の階、面積及び一辺の長さは、今

第21条第 2項第 1号及び第2号 の規定にかか

わらず、次によることができること。

ア メゾネット型住戸等の階数は1とみなす

ことができること。

イ 警戒区域の面積は、 1,500m2以下とする

ことができること。

ウ 階段室型共同住宅等にあっては、 1の階

段室等に主たる出入口が面している住戸等

及び当該階段室等を単位として、 5階 以下

ごとを1の警戒区域とすることができるこ

と。

工 廊下型共同住宅等にあっては、警戒区域

の一辺の長さは100m以下とすることがで

きること。

第4中 4を 削る。

第4、 5(2)中「又はK-1型 火災表示器の点

検用押ボタンの操作」を肖|り、同|)を削 り、同

のを(3)とし、同(5)を(4)とし、 同5を 4と する。

第4、 6中柱書きを 「配線は規則第24条第 1

号の規定によること。Jと し、(1)及び(2)を削る。

第4、 7中 「又はK型火災警報器Jを 削 り、

同7を 5とする。

律)49号 通知対象の共同住宅等に本基準第3、 1(5)

①に該当する光庭が設けられている場合には、当

該光庭に面する開日部等は、昭和54年10月23日付

け消防予第 201号 「消防法、同施行令及び同施行

規則に関する執務資料について」別添の質疑 4に

かかわらず、本基準第3、 10の 規定 に よる こ

と。この規定中、開日部に設けられる防火戸をは

め殺しのものとする必要がない場合は、当該光庭

に面するすべての住戸が49号通知第 1、 1(1)イの

「2方 向避難 ・開放型住戸等」であり、かつ、当

該光庭に面するすべての住戸に本基準第3、 10

の規定による住戸用自火報が設けられている場合

に限るものであること。

(5)こ の基準を適用しない共同住宅等 (49号通知対

象の共同住宅等を含む。)に 自動火災報知設 備 を

設ける場合は、10階以下の部分を合め、住戸用自

火報及び令第21条第 1項の規定に基づく自動火災

報知設備を本基準第3、 1(6)及び2律)②の規定に

準じて設置することができること。

消防用機械器具等の改訂型式失効一覧再版刊行

型式承認が失効された消防用機械器具等を種別、メーカー別にすべて約らし、その特例期間を

わかりやすく解説。また参考として型式失効に関する法今と通達を掲載、刊行しました。

消防用設備等の点検業務従事者の実務書、その他参考資料としてご利用ください。

O 頒 行 価 格

O 申 込 書

1冊  1,200円 (送料別)

(書籍小包でお送 りする場合の送料は、 1冊 300円)

各都道府県消防設備保守協会又は日本フェスクサービス伸まで。

日本フェスクサービス株式会社

じ105東 京都港区虎ノ門二丁目9番 16号日本消防会館 7階

803-591-8121 郵便振替 。東京 1-94160
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○ 消防防災システムのインテリジェント化の推進について (通知)

曙蔀塩旨稀貰晃曇呂て 輯略予澤tぞ員〕

近年、建築物が大規模化、高層化 ・深層化、複雑化し、火災等の災害が発生した場合についての対応も、高度

化、複雑化する傾向にあり、これらに適切に対応するため、より高度化された消防防災システ2 のヽ整備が要Fttさ

れているところである。

こうした状況に鑑み、当庁では、今般、別派のとおり「消Ft防災システムのインテリジェント化推進要綱」を

定め、今後この要nlmにのっとり、消防防災システムのインテツジェント化に係る施策を積極的に推進することと

した。

ついては、貴駿におかれてもこのような趣旨を十分踏まえ、要綱の運用に当たり格別の御努力を頂 くとと も

に、貴管下市町村に対しこの旨示達され、よろしく御指導願いたい。

別 添

消防防災システムのインテリジェン ト化推進要綱

1 趣旨

建築物の大規模化、高層化、複雑化に伴い、火災等の災害が発生した場合の対応がますます高度化、複雑化

する傾向にあり、これに適切に対応できるより高度な消防防災システムの整備が要請されているこ とを踏 ま

え、こうした建築物においては、最新のユレクトロニクス技術等を活用し、建築物、一般設備及び防災設備に

係るハード面並びにその維持管理に係るソフト面の両面から、当該建築物全体として総合的かつ有機的に機能

するような消防防災システムを整備する必要がある。

このようなより高度化されたシステムを構築することを 「消防防災システムのインテツジェント化」と称す

ることとし、これを積極的に推進する。

2 消防防災システムのインテツジェント化推進の方策

(1)消 防防災システム評価制度

個々の建築物において、現行の消防法令では予想していない新たな設備又は設置方法を用いて、消防法令

で規定する水準以上の性能を有する高度な消防防災システムを整備しようとする場合には、岡日本消防設備

安全センターに設置された消防防災システム評冊委員会 (以下 「評価委員会」という。)に おいてその機 能

の優良性を評価することとする。

なお、評価委員会には当該建築物を管轄する消防機関を代表する者の参加を求めることとし、評価委員会

による評価を受けた優良な消防防災システムについては、当該消防機関の消防長又は消防署長が消防法施行

令第32条の特例規定を適用することにより積極的にその整備を認めていくこととする。

(2)特 定の建築物における消防防災システムのインテツジェント化指導

超高層建築物、地下街等その消防防災システムのインテリジェント化を進める必要性が高いと認められる

建築物にあっては、(1)の評価制度を積極的に活用し、当該評価を受けた優良な消防防災システムの整備を消

防機関を通じて指導するものとする。

(3)優 良消防防災システムに係る消防庁長官表彰持‖度

消防庁長官は、評価委員会で評価したものの中から、インテリジェント化の進展の観点からみて特に優れ

た消防防災ンステムについて、年度ごとに表彰するものとする。

(4)イ ンテツジェント化推進のための技術開発ガイ ドライン

昭和59年度から3ケ年かけて行われた大規模建築物における総合防災システムに係る調査研究の成果を踏

まえ、今後の消防防災システムのインテリジェント化推進に資するための技術開発ガイ ドラインを作成し、

これを公表するものとする。
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3 消防防災システムのインテリジェント化推進に当たってのその他の措置

(1)検定との関係

個々の建築物におl■る消防防災システムが、評価委員会においてその機能の優良性が評価された場合にお
いては、当該消防防災システムに用いられる機器で現行制度上規格が定まっていないものについては、十肖防

法に基づく検定を受ける必要がないものとする。

(2)設置及び維持管理の方法

個々の建築物の消防防災システムに用いられる機器でその設置及び維持管理について現行の消防法令によ

りがたいものについては、評価委員会において評価を受けた設置及び維持管理方法により、当該機器に精通
した者がその設置工事及び点検等を行うべきものとする。

(3)一般設備との兼用

個々の建築物における消防防災システムの評価にあたり、防災のための設備と防災以外の一般設備との兼
用が図られ、それが当該消防防災システムの優良な機能を確保する上で有効であると認める場合 にお ヽヽて

は、積極的にその活用を認めていくこととする。

③ 特定違反対象物に関する調査結果について (通知)

曙都整行貨尼晟呈管部長あて 棺防庁寧防数言課連賓処基略導唇〕
昭和61年9月 30日現在における特定違反対象物に関する調査村i果を別添表のとおりとりまとめたので執務上の

参考とされたい。

なお、特定達反対象物に係る改善状況は別派参考のとおり、昭和53年12月31日以降着実な進沙が見受けられる

ところであるが、いまだ逮反が是正されない対象物については、さらに一層の是正指導に努め、必要と判断され

る場合には、時機を失することなく走反処理を推進するよう貴管下消防機関に対する指導方について特段のご配

意をお願いする。
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○ 消防法施行令の一部を改正する政令等の施行について (通知)

曙蔀整需資昂銚て増7停習創
消防法施行令の一部を改正する政令 (昭和61年政令第 369号)及 び消防法施行規則の一部を改正する省令 (昭

和61年自治省令第28号)カミ昭和61年12月9日 に公布された。

今回の改正は、最近における社会経済環境に対応し、防火管理に関する講習を甲種防火管理講習及び乙種防火

管理講習に区分するとともに、共同防火管理を要する防火対象物の範囲について見直しを行い、あわせて非常ヨ

ンセント設備の設置及び維持に係る技術上の基準の合理化を図るものであり、非常ヨンセント設備に関する部分

は公布の日から、その他の部分は昭和62年4月 1日から施行することとされている。

長職におかれては、下記事項に留意され、その運用に追憾のないよう配慮されるとともに、賞管下市町村に対

してもこの旨示達され、よろしくご指導願いたい。

なお、防火管理に関する部分については、この政令改正に伴い、塀↓塗消防法施行規則の改正を行い、その概要

とともに、おって通知する予定であるので、念のため申し沫える。

記

1 消防機関の保有する照明器具、破壊器具等の消防用資機材の実態に鑑み、非常ヨンセント設備の設置及び維

持に係る技術上の基準について、3相 交流 200ボル トで30アンペア以上の電気を供給できるものであることを

要しないこととされたこと。(政令第29条の2関 係)

2 非常ヨンセントは、日本工業規格C8303の接地形二極ヨンセントのうち定格が15アンペア125ボル トのもの

に適合するブラグ受けを有するものであること。(省令第31条の2関 係)

3 非常ヨンセント設備の設置及び維持に係る技術上の基準の運用にあたっては、今後とも消防活動上の要請を

十分踏まえ、防火対象物の実情に応 じ適切な指導に努められたいこと。

4 この改正は、公布の日から施行することとされたこと。(附則関係)

○ 消火設備及び避難器具の評定について

曙都鎌離従管振あて遣操季晟鍮量
昭和57年11月30日付け消防予第243号 「消防防災用設備等の性能評定についてJに 基づき、この度、別添 1か

ら10までのものが性能評定された旨、財団法人日本消防設備安全センターより報告があったので通知する。

ついては、貴管下市町村にも示達の上、執務上の参考とされたい。

消火設備及び避難器具の性能評定

型 式 番 号 1   申 誇 者 名   1  種   別  1    型  式  記  号

評60抑"号  | メ ガ ジ ョ ン 帥 i 管  継  手 １

一

２

一

３タミタフライ弁          12型

評61-tX15号 1 伸  リ  ケ  ン 十 管  継  手 |  トップアゥトレットT・ T-1

評61-Kll19号  備 新 潟 鉄 工 所

容器弁開放器 I      NDX-1

容器弁開放器 I      RO-2

トッブジョイント

評6 1 - 0 1 1 号| ニ ッ タ ン電 子 い

評6 1 0 1 2 号1 深 田 工 業 仰

評61013号   日本ヴィクトリック備 可動式管継手 |ヴ ィクトリックジョイント Sl型
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